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み 

ん 

な 

の 

広 

場

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

や
ち
ま
た
駅
北
口
市い

ち

を
開
催
し
ま
す

時
５
月
８
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時　

※
雨
天
時
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
中

止
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
八
街
駅
北
口
ロ
ー
タ
リ
ー
隣

内
八
街
産
落
花
生
や
新
鮮
野
菜
な

　

ど
の
販
売
・
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ

　

ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

※
飲
食
物
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
み

の
販
売
と
な
り
ま
す
。

※
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
指
消
毒
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
や
ち
ま
た
未
来
（
ぼ
っ
ち
）

　

☎
４
４
４
‐
６
０
０
７

自
動
車
税
（
種
別
割
）
は

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
期

限
は
５
月
31
日
㈫
で
す
。
５
月
２

日
㈪
に
自
動
車
税
事
務
所
か
ら
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

金
融
機
関
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
に
も
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
で
「
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
ア
プ
リ
」

 

「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」
な
ど
の
ア
プ

リ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
24
時
間

い
つ
で
も
納
付
が
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
に
同

封
の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
千
葉
県
自
動
車
税
事
務
所

　

☎
２
４
３
‐
２
７
２
１

 

「
広
報
や
ち
ま
た
」
で
市
民
サ
ー

ク
ル
の
催
し
・
講
座
、
会
員
募
集

を
紹
介
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

広
報
や
ち
ま
た
の
「
み
ん
な
の

広
場
」
で
は
、
市
民
サ
ー
ク
ル
が

主
催
す
る
各
種
催
し
や
講
座
、
会

員
募
集
な
ど
の
情
報
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

掲
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、
掲

載
希
望
号
の
１
カ
月
前
ま
で
に「
掲

載
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
秘
書
広
報
課
窓
口
ま
た

は
、
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

掲
載
申
込
書
は
、
秘
書
広
報
課

窓
口
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

　

営
利
目
的
や
政
治
活
動
・
宗
教

活
動
、
市
内
の
公
共
施
設
を
会
場

と
し
な
い
も
の
な
ど
は
、
原
則
掲

載
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
・
送
付
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　

秘
書
広
報
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
２

　
　

４
４
３
‐
１
４
０
８

　
　

koho@city.yachimata.jg.jp

　

コ
ロ
ナ
禍
で
「
収
入
が
途
絶
え

て
生
活
に
困
っ
て
い
る
」  

「
医
療

費
が
支
払
え
な
い
」
な
ど
、
暮
ら

し
が
ひ
っ
迫
す
る
世
帯
が
全
国
的

に
増
え
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
制

度
を
利
用
し
て
も
生
活
に
困
る
状

況
の
と
き
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
る

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
を
保
障
す
る
制
度
と
し
て
生
活

保
護
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

生
活
保
護
の
申
請
は
国
民
の
権

利
で
あ
り
、
法
律
の
定
め
る
要
件

を
満
た
す
限
り
、
す
べ
て
の
国
民

が
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生

活
が
苦
し
い
と
き
は
、
た
め
ら
わ

ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

生
活
保
護
の
し
く
み

　

世
帯
の
人
数
や
年
齢
に
よ
り
、

生
活
保
護
の
基
準
額
は
異
な
り
ま

す
。
基
準
額
に
対
し
世
帯
の
収
入

が
少
な
い
場
合
は
生
活
保
護
が
適

用
さ
れ
、
そ
の
不
足
す
る
分
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

生
活
保
護
の
種
類

生
活
扶
助　

日
常
の
暮
ら
し
の
た

　

め
の
費
用

教
育
扶
助　

義
務
教
育
を
受
け
る

　

た
め
の
費
用

住
宅
扶
助　

家
賃
や
間
代
、
家
屋

　

修
繕
な
ど
の
費
用

医
療
扶
助　

通
院
・
入
院
し
た
場

　

合
の
治
療
に
必
要
な
費
用

介
護
扶
助　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

　

を
受
け
る
た
め
の
費
用

出
産
扶
助　

出
産
に
必
要
な
費
用

生
業
扶
助　

仕
事
に
就
く
た
め
の

　

費
用
、
技
能
を
身
に
つ
け
る
た

　

め
の
費
用

葬
祭
扶
助　

火
葬
・
埋
葬
な
ど
に

　

か
か
わ
る
費
用

相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
２
２

生
活
保
護
制
度
の
ご
案
内

生
活
保
護
制
度
の
ご
案
内

　

緊
急
小
口
資
金
お
よ
び
総
合
支

援
資
金
の
特
例
貸
付
が
終
了
し
て

い
る
世
帯
な
ど
に
対
し
て
支
給
し

て
い
る 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
」

の
申
請
期
間
が
６
月
30
日
㈭
ま
で

再
延
長
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
初
回
の
支
給
期
間
に
誠

実
か
つ
熱
心
な
求
職
活
動
を
行
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
自
立

へ
の
移
行
が
困
難
な
方
を
対
象
に

再
支
給
し
ま
す
。

※
初
回
の
支
給
期
間
内
に
求
職
活

動
を
行
わ
な
か
っ
た
な
ど
に
よ
り
、

支
給
が
中
止
さ
れ
た
場
合
は
再
支

給
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

支
給
対
象
世
帯

①
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
を
借

　

り
終
わ
っ
た
世
帯

②
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
が
不

　

承
認
と
な
っ
た
世
帯

③
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
の
相

　

談
を
し
た
も
の
の
、
申
し
込
み

　

に
至
ら
な
か
っ
た
世
帯

④
緊
急
小
口
資
金
・
総
合
支
援
資

　

金
の
初
回
貸
付
を
借
り
終
わ
っ

　

た
世
帯
、
ま
た
は
、
令
和
４
年

　

６
月
ま
で
に
借
り
終
わ
る
世
帯

　

 

（
再
貸
付
を
利
用
中
の
場
合
を

　

除
く
）

　

新
た
に
④
に
該
当
す
る
方
に
は
、

案
内
と
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま

す
が
、
対
象
に
な
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
、

ま
た
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、
社

会
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

支
給
月
額

　

単
身
世
帯　

６
万
円

　

２
人
世
帯　

８
万
円

　

３
人
以
上
世
帯　

10
万
円

支
給
期
間

　

３
カ
月
間

申
請
期
限

　

６
月
30
日
㈭
（
必
着
）

申
請
方
法　

郵
送

※
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
収
入
や

資
産
（
預
貯
金
な
ど
）、
求
職
活
動

な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

生
活
保
護
受
給
世
帯
、
職
業
訓
練

受
講
給
付
金
受
給
世
帯
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

問
社
会
福
祉
課

　
　

☎
４
４
３
‐
１
６
２
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の

申
請
期
間
が
６
月

申
請
期
間
が
６
月
3030
日
ま
で
延
長

日
ま
で
延
長

　

あ
き
地
の
雑
草
が
生
い
茂
る
と
、

周
辺
の
方
に
不
快
感
を
与
え
る
ば

か
り
で
な
く
、
害
虫
類
の
発
生
や

野
生
鳥
獣
の
す
み
か
に
な
っ
た
り
、

ご
み
の
不
法
投
棄
や
火
災
発
生
の

原
因
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
道
路
の
幅
員
を
狭
め
た

り
、
交
差
点
の
見
通
し
が
悪
く
な

り
、
交
通
事
故
の
原
因
に
も
な
り

ま
す
。

　

あ
き
地
の
所
有
者
ま
た
は
管
理

者
の
方
は
、
定
期
的
に
除
草
し
て

適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
課　

　

☎
４
４
３
‐
１
４
０
６    

あ
き
地
の
雑
草
は
除
草
し
て
適
切
に
管
理
を

あ
き
地
の
雑
草
は
除
草
し
て
適
切
に
管
理
を

　

事
業
活
動
に
よ
り
排
出
さ
れ
る

が
れ
き
な
ど
の
産
業
廃
棄
物
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
常
生
活
か
ら

排
出
さ
れ
る
ご
み
な
ど
の
一
般
廃

棄
物
で
あ
っ
て
も
、
み
だ
り
に
捨

て
る
こ
と
は
廃
棄
物
処
理
法
に
よ

り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
、

土
地
の
所
有
者
や
管
理
者
の
方
が

柵
や
看
板
な
ど
を
設
置
し
て
、
不

法
投
棄
さ
れ
な
い
よ
う
な
環
境
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
産
業

廃
棄
物
処
理
業
者
に
処
理
委
託
を

す
る
と
き
は
、
許
可
さ
れ
て
い
る

業
者
な
の
か
、
適
切
な
処
理
業
者

な
の
か
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
不
審
な
現
場
や
不
審
な

車
両
の
出
入
り
を
見
か
け
た
ら
印

旛
地
域
振
興
事
務
所
ま
た
は
産
廃

 

・
残
土
県
民
ダ
イ
ヤ
ル
に
通
報
し

ま
し
ょ
う
。

通
報
先

印
旛
地
域
振
興
事
務
所

　

☎
４
８
３
‐
１
１
３
８

産
廃・残
土
県
民
ダ
イ
ヤ
ル（
24
時
間
）

　

☎
２
２
３
‐
３
８
０
１ 

問
環
境
課　

　

☎
４
４
３
‐
１
４
０
６ 

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

問 時場内
Eメール FAX

問

問問

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５
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